
北 海 道 立 オ ホ ー ツ ク 圏 地 域 食 品 加 工 技 術 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 に つ い て

１ 公 の 施 設 の 概 要 名 称 ： 北 海 道 立 オ ホ ー ツ ク 圏 担 当 課 （ 室 ）
地 域 食 品 加 工 技 術 セ ン タ ー

所 在 地 ： 北 見 市 大 正 ３ ５ ３ 番 地 １ ９ 経 済 部 食 関 連 産 業 局 食 産 業 振 興 課
設 置 目 的 ： 地 域 に お け る 食 品 加 工 技 術 の 高 度 （ 食 品 研 究 係 ）

化 を 促 進 し 、 北 海 道 の 食 品 工 業 の 直 通 ： 011-204-5226
発 展 に 寄 与 す る 。 代 表 ： 011-231-4111（ 内 線 26-808）

２ 申 請 期 間 令 和 ３ 年 (2021年 )１ ０ 月 ２ ５ 日 （ 月 ） ～ １ ２ 月 １ ３ 日 （ 月 ）

公 申 指 定 期 間 （予定） 令 和 ４ 年 (2022年 )４ 月 １ 日 ～ 令 和 ９ 年 (2027年 )３ 月 ３ １ 日
募 請
概 条 業 務 の 範 囲 （ １ ） 施 設 等 を 一 般 の 利 用 に 供 す る こ と
要 件 （ ２ ） 施 設 等 の 利 用 の 承 認

（ ３ ） 施 設 等 の 維 持 管 理
（ ４ ） そ の 他 知 事 が 定 め る 業 務

利 用 料 金 制 度 導 入 済 （ 平 成 １ ８ 年 度 ～ ）

負 担 金 限 度 額 １ ４ ７ ， ９ ７ ５ ， ０ ０ ０ 円

審 査 基 準 等 別 紙 「 北 海 道 立 オ ホ ー ツ ク 圏 地 域 食 品 加 工 技 術 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 候 補 者 決 定 基 準 」
（ 公 募 要 項 別 添 ４ ） の と お り

３ 申 請 結 果 申 請 者 数 １ 団 体
う ち 公 益 財 団 法 人 １

４ 名 称 北 海 道 立 オ ホ ー ツ ク 圏 地 域 食 品 加 工 技 術 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 候 補 者 選 定 委 員 会
（ 事 務 局 ： 経 済 部 食 関 連 産 業 局 食 産 業 振 興 課 ）

選
定 設 置 要 綱 別 紙 「 北 海 道 立 オ ホ ー ツ ク 圏 地 域 食 品 加 工 技 術 セ ン タ ー 指 定 管 理 者 候 補 者 選 定 委 員
委 会 運 営 要 領 」 の と お り
員
会 委 員 区 分 氏 名 所 属 備 考

委 員 長 佐 藤 広 顕 東 京 農 業 大 学 生 物 産 業 学 部 食 香 粧 化 学 科 教 授 学識経験者
副 委 員 長 清 水 知 彦 北 見 市 商 工 観 光 部 次 長
委 員 内 島 典 子 北 見 工 業 大 学 社 会 連 携 推 進 セ ン タ ー 教 授 学識経験者

開 区 分 開 催 日 時 ・ 場 所 議 事 出 席 率
催
状 第 １ 回 令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日 （ 月 ） 公 募 方 法 、 選 定 の 基 準 及 び 方 法 に つ い て １ ０ ０ ％
況 北 見 市

第 ２ 回 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日 （ 木 ） ・ 申 請 資 格 等 （ 形 式 的 要 件 ） 審 査 、 必 須 項 目 審 査 、 １ ０ ０ ％
北 見 市 加 点 項 目 審 査 に つ い て

・ 申 請 者 に 対 す る ヒ ア リ ン グ の 実 施
・ 指 定 管 理 者 候 補 者 の 選 定

審 査 の 経 過 ・ 令 和 ３ 年 １ ０ 月 １ ８ 日 開 催 の 選 定 委 員 会 に お い て 、 公 募 方 法 、 選 定 の 基 準 及 び 方 法
に つ い て 検 討 を 行 っ た 。

・ 令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日 か ら 公 募 を 開 始 し 、 締 切 ま で に １ 団 体 か ら 申 請 が あ り 、 事 務 局 に
お い て 申 請 資 格 （ 形 式 的 要 件 ） 等 に 係 る 事 前 審 査 を 行 っ た 上 で 、 １ ２ 月 １ ７ 日 に 申 請 書
類 等 の 副 本 を 各 委 員 に 送 付 し 、 検 討 を 依 頼 し た 。

・ １ ２ 月 ２ ３ 日 開 催 の 第 ２ 回 選 定 委 員 会 に お い て 、 申 請 者 か ら ヒ ア リ ン グ を 行 う と と も に 、
必 須 項 目 審 査 及 び 加 点 項 目 審 査 を 実 施 し た 結 果 、 適 正 ・ 適 切 で あ る こ と が 認 め ら れ た
こ と か ら 、 選 定 委 員 会 委 員 の 総 意 に よ り 指 定 管 理 者 の 候 補 者 と し て 決 定 し 、 １ ２ 月 ２ ４
日 、 審 査 の 経 過 及 び 結 果 に つ い て 道 に 報 告 し た 。

採 点 結 果 別 記 の と お り

審 査 の 結 果 指 定 管 理 者 の 候 補 者
公 益 財 団 法 人 オ ホ ー ツ ク 財 団 理 事 長 辻 直 孝

選 定 理 由 申 請 者 か ら の 提 案 内 容 に つ い て 、 申 請 資 格 等 審 査 、 必 須 項 目 審 査 及 び 加 点 項 目 審 査
を 行 っ た 結 果 、 適 正 ・ 適 切 で あ る こ と が 認 め ら れ た 。
【 特 に 評 価 さ れ た 被 選 定 者 の 提 案 内 容 】
・ 施 設 の 利 用 に あ た り 利 用 者 の 平 等 利 用 を 確 保 で き る こ と や 管 理 運 営 方 針 や 運 営 面 の
方 策 が 公 の 施 設 の 目 的 、 関 係 法 令 と 整 合 性 が 図 ら れ て い る こ と 。

・ 地 元 企 業 や 研 究 団 体 等 と の 連 携 を 図 り 、 情 報 発 信 ・ 提 供 を 行 え る こ と 。
・ 試 験 機 器 に つ い て 利 用 者 へ の 的 確 な 指 導 が 行 え る と と も に 製 品 開 発 等 の ア ド バ イ ス な
ど 総 合 的 に 支 援 す る こ と が で き る こ と 。

学 識 経 験 者 委 員 の 施 設 利 用 者 の 平 等 利 用 の 確 保 と と も に 管 理 運 営 方 針 な ど が 公 の 施 設 の 目 的 、 関 係 法
主 な 意 見 令 と 整 合 性 が 図 ら れ て い る こ と や 試 験 研 究 機 器 の 利 用 者 に 対 す る 的 確 な 指 導 に 関 す る
（ 又 は 総 評 ） 提 案 の 内 容 が 特 に 評 価 で き る も の で あ る こ と か ら 、 当 該 団 体 は オ ホ ー ツ ク 圏 地 域 食 品 加

工 技 術 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 と し て 適 当 で あ る 。

※ 本 書 は 、 選 定 委 員 会 に お け る 審 議 経 過 を 示 し た も の で あ り 、 最 終 的 に は 、 北 海 道 議 会 の 議 決 を い た だ い た 後 、
正 式 に 指 定 管 理 者 を 指 定 す る 予 定 で す 。



別記（採点結果）

指定管理者の候補者
（公財）オホーツク財団

提案額
147,950千円

15 (小計) 13.75

委員１ 5.00

委員２ 3.75

委員３ 5.00

105 (小計) 90.00

委員１ 35.00

委員２ 27.50

委員３ 27.50

45 (小計) 40.00

委員１ 15.00

委員２ 11.25

委員３ 13.75

75 (小計) 75.00

委員１ 25.00

委員２ 25.00

委員３ 25.00

60 (小計) 55.00

委員１ 20.00

委員２ 15.00

委員３ 20.00

委員１ 100.00

委員２ 82.50

委員３ 91.25

3

273.75（ⅱ） 全委員合計得点    ( 300 )

①スタッフ配置体制及びスタッフ教育が充実している

こと。

②業務処理を安定して行うための能力を有している

こと。 15

５　施設の性質又は目的に応じた加点要素

①施設における全ての試験機器について、利用者へ

の的確な指導が行えること。

20

４　収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減
が図られるものであること。

①利用促進の方策が有効かつ実効性のあるもので

あること。

②施設利用者の利便が図られ質の高いサービスの

提供が期待できること。

③管理運営の基本方針や運営面の方策が公の施

設の目的、関係法令と整合性が図られたものである

こと。

④維持管理コスト縮減の方策が適切であること。

⑤地元企業や研究団体等との連携を図り、情報発

信・提供を行うこと。

35

各　委　員　合　計　得　点 100

（ⅰ）  最高得点をつけた委員数

①道が支払う管理費用の総額が安価であること。

②収支計画書の内容が適切であること。

25

３　業務計画書に沿った管理を安定して行う人員、

資産その他の能力を有していること。

２　業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に

発揮させるものであること。

委員

候補者以外の団体（成績順）

１　正当な理由がない限り住民が施設を利用するこ

とを拒まないものであること及び住民が施設を利用

することについて不当な差別的取り扱いをしないも

のであること。

①施設の利用にあたり、利用者の平等使用を確保で

きること

5

審　　査　　項　　目 配点


